毛呂山町における建築基準法上道路種別等の調査について
令和８年２月
毛呂山町まちづくり整備課

毛呂山町役場1階まちづくり整備課の窓口で
「相談地の大字町名・地番」「調査内容・理由（重要事項調査・所有地の活用）・立場（地権者・調査士など）」をお伝えください。
道路管理係で道路が「町道」かどうかや町道の認定幅員を道路台帳（写しの交付も可）等により確認します。
その結果を持って、開発建築係で建築基準法上の取扱いの情報提供を受けてください。（判断権者は埼玉県の川越建築安全センター東松山駐在「以下　県」）
なお、用途地域・地区計画等の土地規制の確認は都市計画係になります。

建築基準法上の道路の取扱い
１　ある程度の区間が４ｍ以上となっている町道
建築基準法４２条１項１号の道路法の道路となります。

２　町道が４ｍ未満又は４ｍ以上と未満が混在
「１項１号」「１項３号」「２項」「１項１号と４ｍ未満の部分は２項」　　「２項外・法外（＝建築基準法４２条の道路でない。）」などの判定を県で受ける必要があります。
県から提供されている判定情報から、道路種別を開発建築係でお伝えします。未判定の場合は、必要資料を持って県に相談願います。
なお、１項５号「位置指定道路」は番号・年月日をお伝えします。位置指定図交付は県で行っています。（建築概要書写し・建築台帳記載事項証明も同様）。

３　２項道路のセットバック方法
中心２ｍ後退（原則）か４ｍ一方後退（一定のがけ・水路の場合）かは、県で確認してください（判定済みの場合は開発建築係で情報提供可）。
後退前の道路幅員の現況は、相談地前面を測量して確認してください。

４　２項外・法外の場合の接道
４３条２項２号の許可を受けられるかなどについて、必要資料を持って県に相談願います。

[bookmark: _GoBack]※道路種別は全て県で判定されたものであり、まちづくり整備課では県から提供を受けた情報を参考で伝えています。最終的な判定は必ず県に確認いただくようお願いいたします。
